
例① 2023 年 4 月以前販売の指定請求書をお使いになる場合で、単一税率の場合。 

＊単一税率でも適用税率と消費税額の記載が必要です。（Q&A による） 

 

追記する部分 

（①10％対象 等  ②適格請求書発行事業者登録番号） 

  

＊参考：国税庁発行・消費税の仕入れ税額控除制度における適格請求書等保存方式に

関するＱ＆Ａ(令和５年度 10 月改定)  問 74（軽減税率の適用対象となる商品がない

場合） 他 

 

 

例② 2023 年 4 月以前販売の指定請求書をお使いになる場合で、複数税率の場合。     

 

 

追記する部分 

 

＊参考：国税庁発行・消費税の仕入れ税額控除制度における適格請求書等保存方式に

関するＱ＆Ａ(令和５年度 10 月改定) 問 54(適格請求に記載が必要な事項) 他 


